
令和３年８月 定例記者会見 Ｎｏ１

令和３年８月２５日
担当：総合政策部人事課
４１ー３５１０

藤原副市長が別居を含む家族と会食を行ったことに関し、
市長及び藤原副市長の給料を減額します

本市の藤原副市長が、岩手県独自の緊急事態宣言発令と、これに伴う職員に対する会食等に係る市の指示に反
し、市内飲食店において別居を含む家族１３人で会食を行うという市民の信頼を損ねる行為を行ったことから、
当事者及び指揮監督を掌る者としての責任を明確にするため、市長及び藤原副市長の給料の減額支給について定
める条例を制定することとし、令和３年８月２３日に開会された市議会臨時会に議案として提案し、可決されま
した。
これにより、市長及び藤原副市長の給料を次のとおり減額支給することとします。

◆対象者

市長及び藤原副市長

◆給料の減額支給の内容

市長及び藤原副市長の令和３年９月１日から令和３年１０月３１日までの給料について、それぞれ既定の給料月額

から当該月額に１００分の１０を乗じて得た額を減額して支給するものです。

○市長給料

減額前給料８２６，０００円から８２，６００円を減額（２か月間）

○藤原副市長給料

減額前給料６７７，０００円から６７，７００円を減額（２か月間）
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